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栄東まちづくり協議会 2月協議会 議事録 

 

日 時：2024年 2月 8日（木）18:30～20:00 場 所：栄東まちづくり協議会会議室 

出席者：野田、田端、加藤、山内、近藤、江口、小澤、辻本、池田、渡邊、山岡、鈴木 

 

●定足数及び議事録署名人の確認 

  13人中 12人の出席で栄東まちづくり協議会規約第 10条第 2項の規定（在籍委員の過半

数の出席）により有効に成立、議事録署名人は近藤委員と山岡委員とする。 

 

■議題 

1．2023年度予算の修正について 

 2023年度予算の修正について資料の通り説明した。 

 

 ＜審議事項＞ 2023年度予算について、資料（修正版）記載の通り、事業予算を修正し、

各事業を進めることが全員一致で承認された。 

 

 （質問、意見及び回答） 

 【街路灯整備事業 新設街路灯広告パネルのデザインリニューアルについて】 

 ・議題 1 は空き枠パネル 40 基 80 枚の取替工事を実施することを諮ったものだが、武平

通の新設街路灯 2基（MH4、MH5）に郵便局名のパネルが設置してあり、「名古屋栄四

郵便局」「B1」「矢印」の表記がある。郵便局が 2024年 3月 25日に栄サンシティービ

ルから新しい中日ビルに移転するため、その前に広告パネルを外してほしいという要

望が郵便局から町内会へあった。議題 1 の事業執行案には含まれていないが、できる

だけ早く外す方法を検討いただきたい。 

 ・文字はカッティングシート貼りのため、「名古屋栄四郵便局」を残し「B1」「矢印」を剥

がすか、空き枠パネルの取り替えを一部取り止めて先に郵便局名のパネル全体を新し

いデザインに取り替えるかのどちらかの対応となる。郵便局名のパネル全体を新しい

デザインに取り替えてはどうかと思うがいかがか。 

  →2023 年度の実施を予定していた空き枠パネル 2 基 4 枚（MY7 及び MY8）の取り替

えを取り止め、2024年度の取り替え対象とすることとし、郵便局名のパネル 2基 4

枚（MH4及びMH5）を先行して 2023年度中に新しいデザインのパネルと取り替え

る（※報告事項 2に関連）。よって 2023年度に実施するパネルデザインリニューア

ルは、空き枠パネル 38基 76枚、その他 2基 4枚の計 40基 80枚となる。 
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2．2024年度調査研究事業について 

 2024年度調査研究事業について資料の通り説明した。 

 

 ＜審議事項＞ 2024年度調査研究事業について、資料記載のスケジュール案を基に事業

を進めること、また実行委員（各地域団体 2 名ずつ）の選出とその報告

（2月 29日まで）を各地域団体へ依頼することが全員一致で承認された。 

 

 （質問、意見及び回答） 

 ・実行委員は各団体から 2名ずつということだが、全部で 6名でやるということか。 

  →運営会議で人数についても検討した案として 2名を設定した。 

・お願いになるが、実行委員は地域のことをよく分かっている方が主体になると思うとこ

ろ、例えば地域力推進室等行政の人がアドバイザーとして入っていただく等はできな

いか。皆がせっかく集まって貴重な時間を使うため、違った方向に行かないよう、行政

の目から見た意見も大事だと思う。 

・行政メンバーの関与の仕方については持ち帰って検討する。 

・実行委員でなくても、オブザーバーとして参加できる体制にしてほしい。実行委員とオ

ブザーバーの受け止め方が違う事があるため。ここで言うオブザーバーは傍聴者のイ

メージである。 

・オブザーバーの人数も決めた方がよいのではないか。 

 →栄東まちづくり協議会傍聴要領を参考にしながら、事務局で実行委員会の傍聴ルー

ル案を作成し次回協議会でお示しする。 

 

■報告事項 

1．環境美化事業 まち美活動の実施について 

 まち美活動の実施について資料の通り報告した。 

  

（意見） 

 ・まち美活動は発展会が中心となってやっているが、一つの事業を起こすことは大変だと

実感している。決して一人ではできないので協力者が必要である。現在は一部の町内会

が受付や道具・景品の準備、後片付け等を一生懸命やっていただき活動しているが、こ

れからはもっと地域の皆でやる方向性を持ってやっていかなければならないと思う。

加藤会長が中心となりよくやっていただいており、感謝している。来年度も一生懸命や

りたいと思う。 
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2．街路灯整備事業 新設街路灯広告パネルのデザインリニューアルについて 

 新設街路灯広告パネルのデザインリニューアルについて資料の通り報告した。なお、議題

1において 2023年度取り替え対象が一部変更となったため、変更した位置図を再度共有す

ることが確認された。 

  

 （質問、意見及び回答） 

 ・地域団体での説明のため、議題 1で決定した変更が反映された位置図を作成・共有いた

だきたい。 

  →修正した位置図を追って共有する。 

 

3．公園整備・活用事業について 

（1）池田公園トイレの維持管理について 

 池田公園トイレの維持管理について資料の通り報告した。 

 

 （質問、意見及び回答） 

・トイレに換気扇はあるのか。湿気が多いから錆が発生すると思われ、そこを改善したほ

うがいいのではないか。 

  →換気扇は付いており 24時間稼働している。錆の原因の一つは清掃時に水をかけるこ

とが考えられ、水をかけないよう清掃の方には伝えている。 

 

 

（2）池田公園の修景について 

 池田公園の修景について資料の通り報告した。 

 

 （質問、意見及び回答） 

 ・看板は自由に動かせるか。 

  →注水式で約 30kgのものであり、移動可能である。 

・管理する人は決まっているのか。 

→看板の設置について中土木事務所と調整した際、名古屋市と栄東まちづくりの会が

締結している「池田公園の管理許可に係る協定書」の中で設置することを承認いた

だいた経緯があり、管理者はまちづくりの会にお願いしたい。 

・盗まれたらどうするのか。池田公園内に中土木事務所が設置した三角コーンを利用した

勧告サイン（公園内の物品販売禁止）の一部はなくなってしまった事例があるため。 

→警察に被害届を出す。 
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4．多文化共生事業について 

 多文化共生事業について資料の通り報告した。 

  

 （質問、意見及び回答） 

 ・今までの多文化共生の事業で、外国の方からまちづくりの会に出席させてもらえないか、

話し合いの場を持ってもらえないかというような要望はなかったか。2024 年度の多文

化共生事業の予算について計上はしていないが、必要ではないということではない。一

方、今後、協議会において多文化共生として予算を確保し、何を実施するのかと考える

と、現時点で外国人支援団体等との関係が薄いため、何に悩み、困っているかが分から

ず、ピンと来ない状況がある。例えば2023年度に開催した勉強会のような機会により、

外国人支援団体等と関わる形がもう少しできれば、2025 年度以降これが必要だという

話になってくると思う。 

  →2024 年度の事業計画について説明をした際に、受託団体側から「事業の中止や今後

の多文化共生をどのようにしていくのかについて、事務局ではなく、委員・地域の

皆さんと話し合いたい」という意思表示はあった。 

・まち会では、池田公園のイベント利用や地域との関係について、特にフィリピンコミュ

ニティとの打ち合わせを今後予定している。そのような機会でも話し合っていけばよ

いのではないかと思う。 

 ・以前から日本語教室で外国の子どもたちと毎週つきあっているが、外国の子どもと言っ

ても来日すぐの子や日本生まれの子もおり様々で、学校での支援も十分とは言えない。

何かを教えてあげるというだけではなく、つきあうことは楽しいものであり、また、そ

ういう子どもたちに日本人と接触する機会を与えるということも大切である。それも

多文化共生ではないか思う。 

 

■その他 

1．栄東まちづくり協議会における今後の体制・運営について 

今後の体制・運営に係る意見集約の結果について池田委員より資料及び以下の通り説明

した。 

 

 【栄東まちづくりの会の意見について】 

●1 会長・副会長の任期の見直し 

 ・2024年度の早い段階で、各団体の意見も聴取し、規約の改正も含め議論していく。 

 ●2 環境整備費の使い道、使いやすくするための話し合い 

 ・他の地域のボートピアの補助金の使い方も参考にしつつ、今後検討していく。 

 ●3 行政提案の事務局長充て職を外せるかの検討 
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 ・1と併せて議論していく。 

【（一社）栄東女子大小路ビル協会の意見について】 

●1 一般社団法人の追記 

・名古屋市の部署・役職名の一部が 2024年 4月 1日から変更となること（「室長」→「課

長」。「担当主幹」→「担当課長」。規約 別表 2が該当）と併せ、規約を 2024年 4月 1

日施行となるよう改正する。 

 

 （質問、意見及び回答） 

・各項目について来年度意見照会・議論をする時期はいつ頃になるか。 

・次年度の予算を議論する夏以降秋頃と並行し、また運営会議での検討や、各地域団体で

も時間をかけて議論していただきたいため、下期に入る頃にはご提案・議論したいと考

えている。 

・地域 3 団体で協議・意見集約をし、それを各地域団体 2 名ずつの委員が出席する協議

会の定例会の場で話し合うと体制は大変ありがたく、引き続き協議会の体制は続けて

いただきたい。発展会は 12 町内会の会長・副会長 24 名の会であり、意見をまとめる

のが非常に大変で、最終的には発展会規約に則り過半数で決着した内容を協議会へ上

げている。発展会では少数派だった意見が、まち会の集約意見として協議会定例会へ上

がり、協議の結果、まち会の意見が通る事例がある。発展会の問題として、少数派の意

見ももう少し聞き、意見調整をしないといけないと反省しているが、なかなかうまくい

かない実情もあることをお伝えしたい。今後は少数派の意見についても発展会の中で

一緒になって協議し、一つの意見にまとめるということをやっていきたいと考えてい

る。 

 

2．次回協議会の日程について 

次回協議会は 3月 7日（木）18:30より栄東まちづくり協議会会議室にて開催する。 

 

以上 


